
R3.11.19　ケアマネ研修会
地域包括ケア推進課

長野市社会福祉協議会

従来 □　民間サービスとして、ケアプランへ記載

種別： 　インフォーマルサービス

□　全市一律の料金・支援内容

内容：

今後 　　段階的に介護保険事業として「財源移行」し、地区の希望があれば「支援内容を再編」

①　 令和４年度末までに、全地区を段階的に財源移行

⇒ ■　総合事業のサービスとして、ケアプランへ記載

種別：

□　料金・支援内容は変更せず、従来どおり

内容①：

②　 各地区での検討・調整が進み、再編を決定すれば、支援内容を追加可能

⇒ ■　総合事業のサービスとして、ケアプランへ記載

種別：

内容②：

【　ケアマネジャーの皆様への協力依頼　】

３． 移行・再編の事務手続きとして、各地域包括支援センターから担当ケアマネジャーへ、
　　ケアプランへの記載を依頼しますので、以後の継続的な記載をお願いします。

４． 地区ごとに、支援内容や料金体系、事業名（愛称）も変わりますので、ご確認ください。

◆　地域のニーズ、支援者の有無を検討した上で、
　　住民同士の支えあい（生活支援）を幅広く支援

◆　家事・生活支援に付随して
　　マイカー等を利用した移動支援も可能

注）住民の支えあい・有償ボランティアの仕組みで、
　　サービスを提供する事業ではありません。

＊モデル４地区（小田切、七二会、戸隠、中条）はR4.1時点で再編済（予定）

１． 財源移行した地区では、「総合事業のサービス」となり、ケアプランへの記載が必須となります。

２． 各地区の財源移行予定に合わせ、段階的に、ケアプラン記載方法の説明会を行う予定です。
　　後日、開催のご案内を行いますので、各事業所 １名以上のご参加をお願いします。

＊モデル５地区（小田切、七二会、戸隠、中条、芋井）は、R4.1時点で移行済

　　移行（予定）時期＝７/1～小田切、12/1～七二会、1/1～戸隠、中条、芋井

支援内容を再編

　総合事業（その他の生活支援サービス）

■　地区ごとの支援内容・料金設定に変更

福祉有償運送 家事・生活・移動支援

「地域たすけあい事業」のケアプラン記載内容の変更について

福祉有償運送 家事援助

介護財源へ移行

　総合事業（その他の生活支援サービス）

福祉有償運送 家事援助＋

＋

＋

説明会を

通知郵送

に代えさ

せていた

だきます
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R4.1 地域包括ケア推進課 

居宅介護支援事業所向け 新地域たすけあい事業説明資料 

新地域たすけあい事業の総合事業への移行に伴う対応について 
 

 
１． 新地域たすけあい事業（以下、「新事業」）のケアプランへの記載について 

担当する利用者について、要支援・要介護認定があり地域たすけあい事業を利用していた場合 

は、ケアプランへの記載が必要になります。移行事務の中で、地域包括支援センターから記載依 

頼・確認の連絡を行います。 

  ＊ケアプランへの記載方法の詳細については、別途に郵送する「記載例」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地区ごとの移行作業の開始時期について 

 移行済み  Ｂ．支援内容が変わらない地区 

芋井地区 

Ｃ．支援内容が追加された地区 

小田切・七二会・戸隠・中条地区 

 

   R4.1 月開始 移行後「Ｂ．支援内容が変わらない」となる地区 

           吉田・浅川・松代・川中島・信州新町・鬼無里・三輪・更北・信更・若槻・ 

安茂里地区 

 

   R4.4 月開始 移行後「Ｂ．支援内容が変わらない」となる地区 

           第一・第二・第三・第四・第五・芹田・古牧・大豆島・朝陽・古里・柳原・ 

長沼・若穂・豊野・篠ノ井地区 

 

３．新事業のみを継続利用する場合の地域包括支援センターへの連絡 

   新事業を利用し、ケアプランへ記載していた利用者が予防給付・介護給付サービスの利用を終 

了した場合、地域包括支援センターが引継ぎ、新事業だけのケアプランを作成しますので、居宅 

介護支援事業所のケアプラン終了時に、地域包括支援センターへご連絡をお願いします。 

Ａ．従来の「地域たすけあい事業」 

   福祉有償運送（福祉自動車）、家事援助をインフォーマルサービスとしてケアプランに記載 

総合事業への移行（地区ごとに時期が変わります） 

Ｂ．総合事業へ移行後、サービス内容に変更がない地区について 

   福祉有償運送＝ 日常生活上で必要な移動支援（通院限定）として「福祉有償運送」と記載 

家事援助  ＝    〃     家事支援として「生活（家事）支援」と記載 

地区ごとに検討し、支援内容を追加した場合（追加の可否・時期は地区次第） 

Ｃ．総合事業へ移行後、サービス内容が追加された地区について 

   福祉有償運送＝ 日常生活上で必要な移動支援（通院限定）として「福祉有償運送」と記載 

家事援助  ＝    〃     家事支援として「生活（家事）支援」と記載 

追加）生活支援  ＝    〃     生活支援として「生活（家事）支援」と記載 

追加）マイカー移動支援（有償）＝ 生活上で必要、社会参加のために必要な移動支援として、 

生活支援に付随した「生活（家事）移動支援」と記載 

追加）   〃    （無償）＝ 生活上で必要、社会参加のために必要な移動支援として、 

「無償運送」と記載 

 

別紙２



 

４． 「ケアプラン作成・追記依頼～報告」までの流れ 

 

 

① 住民が「新地域たすけあい事業」の利用を希望し、各地区の地域たすけあい事業コーディネー

ター（以下、「社協Ｃｏ」）に相談すると、事業説明、利用者登録が行われる。 

 

② 利用登録者が 65歳以上（第２号被保険者を含む）であれば、社協Ｃｏから、地区担当の地域

包括支援センター（以下、「地域包括」）へ連携票が提出される。地区担当の地域包括で振

分けを行い、一部は居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャー（以下、「担当ケアマネ」）

に、ケアプランへの記載依頼を行う。 

＊介護保険の認定状況・担当ケアマネの有無を確認し、各担当者へ振り分ける 

 

【担当ケアマネに記載依頼を行う場合】 

 Ａ 要支援・要介護認定があり、サービス利用中の方 

    ⇒ 地域包括から担当ケアマネに、ケアプランへの追記・今後の記載を依頼 

 

 Ｂ 要支援・要介護介護認定があり、現在、サービス利用がない方 

    ⇒ 地域包括がアセスメントを実施した結果、介護保険サービス利用の必要があった場合 

には、新たにケアマネジメント契約を行った担当ケアマネにケアプランへの記載を依頼 

 

  Ｃ 介護保険認定のない方 

    ⇒ 地域包括がアセスメントを実施した結果、介護保険サービス利用の必要があった場合に 

は、新たにケアマネジメント契約を行った担当ケアマネにケアプランへの記載を依頼 

 

 

 

 

 

 

③ 担当ケアマネは、ケアプランに記載したことを地域包括へ報告 

＊新地域たすけあい事業について、ケアプランへの記載報告は、一度だけで構いません。報告 

以降は、忘れずにケアプランへの記載を継続し、利用サービスの変更があった場合には記載 

内容の変更をお願いいたします。 

 

④ 地域包括から社協Ｃｏへ、ケアプランへの記載完了を報告 

 

 

 

新地域たすけあい事業を、介護保険サービス（その他生活支援のサービス）として 

ケアプランに記載しますが、サービス担当者会議に社協Ｃｏを呼ぶことは不要です。 

また、社協Ｃｏへのケアプランの交付も不要ですので、ご留意ください。 

注意 



申請先メールアドレス

介護施設等の皆様へ
布マスクの配布に関するお知らせ

令和２年３⽉中旬以降、介護施設や障害者施設、保育所等、放課後児童クラ
ブなどに対して国から布マスクを配布してきました。

現在、既に配布を⾏った施設にも希望に応じて配布を⾏っているところです
が、当⾯の間としていた申出期間について、令和４年１⽉１４⽇（⾦）までの
受付とすることとしました。配布を希望する場合は、上記の期限までに、この
リーフレットに沿って厚⽣労働省まで申出を⾏ってください。

厚⽣労働省 マスク等物資対策班（布マスク担当）

布マスクの配布について1

配布対象２

配布枚数・配送形態３

介護施設、障害者施設、児童福祉施設、福祉事務所等の利⽤者・職員に限り
ます。詳細はこちらのP４をご確認ください。

介護事業所のうち訪問・通所系サービス、介護予防サービス及び介護予防・
⽇常⽣活⽀援総合事業（介護予防・⽣活⽀援サービス事業に限る。）の利⽤者
分については、ケアマネジャー・地域包括⽀援センターからの申出となります。
詳細はこちらをご確認ください。

原則として１００枚単位で各施設等で必要な枚数を配布します。

なお、配送形態について、令和３年１２⽉２４⽇（⾦）からは、単発配送の
みの受け付けとなります。これまで受付を⾏った毎⽉配送については、令和４
年２⽉末の配送までといたします。
※ 100枚未満をご希望の場合は、コールセンター宛てにお電話にてご相談いただき
ますようお願いします。

HPに掲載している様式に必要事項を⼊⼒し、以下メールアドレスまで申出を
⾏ってください。
メールアドレス︓maskhaifukibou@mhlw.go.jp

（様式・詳細はこちら）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifukibou.html

（お問合せ先）
電話番号︓0120-829-178（９時〜18時、⼟⽇祝⽇も実施）
※電話が集中し、つながりにくい場合があります。

４

送料や⼿数料な ど 、 ど の よ う な 名⽬で あ れ、 マ ス ク の 配布に 関 し て
費用の 負担を お 願い す る こ と は あ り ま せ ん 。 ご 注意 く だ さ い 。

布マスクの配布を希望される場合、
令和４年１⽉1 4⽇までに申出をお願いします。

別添１
別紙３

mailto:maskhaifukibou@mhlw.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifukibou.html


布製マスクの配布希望の申出方法

ホームページへアクセス
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifukibou.h
tml）

厚⽣労働省 マスク等物資対策班（布マスク担当）

申請様式をダウンロードし、
①施設・事業所の種類、②施設名、③住所、④電話番号、⑤必要配布枚数
など必要事項を記⼊

様式を以下のメールアドレスに送付
メールアドレス︓maskhaifukibou@mhlw.go.jp

申出

厚⽣労働省で、申出内容を確認
※確認のためのお問合せをさせていただく場合があります。

１⽉中旬以降に順次配布

1

2

3

メールによる申請

Q＆A
Q.これから毎⽉配送の申出することができますか。また、すでに申出した毎⽉配送
についてはどうなりますか。

A.令和３年１２⽉２４⽇（⾦）からは新規の受付は⾏いません。これまで受付を
⾏った毎⽉配送については、令和４年２⽉末の配送までといたします。

Q.申出した布製マスクはいつ頃に届きますか。

A.１⽉中旬以降に順次配布いたします。

Q.配布される布マスクはどのようなものですか。

A.マスクの⼤きさは、平型で縦9.5ｃｍ×横13.5ｃｍ、⽴体型で縦14.0ｃｍ×横
20.0ｃｍです。（個体によって誤差がある場合があります）

（お問合せ先）
電話番号︓0120-829-178（９時〜18時、⼟⽇祝⽇も実施）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask?haifukibou.h


申請先メールアドレス

個人・団体（介護施設等を除く）等の皆様へ
布マスクの配布に関するお知らせ

今般、希望する個人等（※）に対して布マスクを配布することとしました。
配布を希望する場合はこのリーフレットに沿って、令和４年１⽉１４⽇（⾦）
までに厚⽣労働省まで申出を⾏ってください。
※ 個人のほか、自治会・町内会等で複数人分をまとめて申請することも可能です。

※ 配布する布マスクの⼤きさは以下のとおりです。

・平型（綿）︓9.5×13.5ｃｍ ・⽴体型（ポリエステル）14.0×20.0ｃｍ

（⼤きさについて、個体により多少の誤差がある場合があります）

※ 応募多数の場合は、希望数どおりに配布できない場合がありますので、あらかじ
めご了承いただけますようよろしくお願いいたします。

厚⽣労働省 マスク等物資対策班（布マスク担当）

布マスクの配布について1

配布枚数・配送形態２
原則として１００枚単位で必要な枚数を配布します。

※ 各枚包装されたものを１箱（300×215×150mm）あたり100枚を梱包して配
布します。なお、配布枚数が1,000枚を超える時は、１箱（490×470×400mm）
あたり1,000枚を梱包して配布します。

（⼤きさについて、個体により多少の誤差がある場合があります）

HPに掲載している様式に必要事項を⼊⼒し、以下メールアドレスまで申出を
⾏ってください。

メールアドレス︓mask-kojinn@mhlw.go.jp
（様式・詳細はこちら）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifu_kibou.html

（お問合せ先）
電話番号︓0120-829-178（９時〜18時、⼟⽇祝⽇も実施）
※電話が集中し、つながりにくい場合がありますのでご了承ください。

３

送料や⼿数料な ど 、 ど の よ う な 名⽬で あ れ、 マ ス ク の 配布に 関 し て
費用の 負担 を お 願 い す る こ と は あ り ま せ ん 。 ご 注意 く だ さ い 。

布マスクの配布を希望される場合、
令和４年１⽉１４⽇（⾦）までに

申出をお願いします。

別添２

mailto:mask-kojinn@mhlw.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifu_kibou.html


布製マスクの配布希望の申出方法

ホームページへアクセス
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifu_kibou.
html）

厚⽣労働省 マスク等物資対策班（布マスク担当）

申請様式をダウンロードし、
①申請者名、②住所、③電話番号、④必要配布枚数など必要事項を記⼊

様式を以下のメールアドレスに送付
メールアドレス︓mask-kojinn@mhlw.go.jp

申出

厚⽣労働省で、申出内容を確認
※確認のためのお問合せをさせていただく場合があります。

１⽉中旬以降に順次配布

1

2

3

メールによる申請

Q＆A
Q.到着の⽇時を指定することはできますか。

A.団体からの申請については、原則的に平⽇昼間の到着になります。

なお、個人からの申請については、平⽇の受け取りが難しい場合は、提出様式の
その旨記載いただければ、希望の曜⽇・時間帯に到着するよういたします。

（特定の⽇にちは指定できませんのでご了承ください）

Q.申出した布製マスクはいつ頃に届きますか。

A.１⽉中旬以降に順次配布いたします。

（お問合せ先）
電話番号︓0120-829-178（９時〜18時、⼟⽇祝⽇も実施）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask?haifu?kibou.


別紙４





別紙５




